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生まれる前から乳幼児期の一貫した支援の充実
基本施策

1
施策分野1　生まれる前から乳幼児期の支援

支援を必要とする家庭の早期把握と対応

産科・周産期医療、小児医療の充実

妊娠期から産後の切れ目ない情報提供の推進

1

3

2

●母子健康手帳交付時、乳幼児健診等を活用した家庭の状況把握
●支援を必要とする家庭への訪問や産前産後のヘルパー派遣の実施

●こんにちは赤ちゃん訪問事業での情報提供の推進
●母子健康手帳交付時、妊婦健康診査、乳幼児健診を活用した情報提供の充実
●地域との連携による母親教室(両親教室)や父親向け講座の実施

●産科・周産期病床の拡充
●小児救急医療体制の充実

①支援を必要とする家庭を早期に把握し、必要な支援を届ける体制が整って
　いる。

②妊娠中から産後の家庭が、子育てに関する情報を入手しやすい環境が整っ
　ている。

③医療体制の強化や小児救急の適正利用の推進により、産科・周産期医療、小
　児医療の充実が図られている。

達成
目標

評価
指標

重 点 取 組 と 主 な 事 業
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4 つの施策分野 ���� の基本施策

3 つの
基本目標 成長空間 地域力 共生社会

計画の全体像と推進

計画体系図 〜3つの基本目標・4つの施策分野・10の基本施策〜

次世代育成支援行動計画とは

　次世代育成支援行動計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、市町村・都道府
県が策定する計画です。行動計画は5年を1期として策定するため、平成 17 年度か
ら21年度までを前期計画、22年度から26年度までを後期計画として策定します。

達成目標による進捗管理・評価

　後期計画では、基本施策ごとに５か年で到達すべき「達成目標」を設定し、毎年度
「評価指標」を用いてその達成度を測ることによって取組を評価します。評価は、実
績数値の評価に加えて、数値だけでは把握しきれない部分について施策を展開し
ていく過程の評価（プロセス評価）を行ったり、さらに必要に応じて市民ニーズや利
用者満足度も考慮するなど、多面的な手法により実施します。

「こんにちは赤ちゃん訪問」
事業における訪問率

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
65.8％ 80％
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●一時保育（一時預かり）の拡充
●休日保育の拡充
●病児保育の拡充
●子育てサポートシステムの推進
●市立保育所の民間移管

地域における子育て支援の充実
基本施策

2

家庭の子育て力を高める場や機会の充実

ネットワークの活性化と地域人材の育成

1

2

●地域子育て支援拠点の拡充
●親と子のつどいの広場の拡充
●保育所・幼稚園における子育て支援の充実
●子育て支援者の相談会場の拡充
●子育てサロンの開催会場の拡充

●地域子育て支援拠点を中心としたネットワークの活性化
●地域子育て支援に関わる人材の育成

①身近な地域に、交流を通じて学びあえる場や機会が充実している。

②ネットワークの活性化により課題解決に向けた協力体制が整いコーディネー
　ト力が向上するとともに、地域子育て支援に関わる人のスキルアップや、新
　たな人材を発掘するための取組が進んでいる。

達成
目標

評価
指標

未就学期の保育と教育の充実
基本施策

3

待機児童の解消

多様な保育ニーズへの対応

保育の質の向上

未就学期の教育の充実

1

2

3

4

●保育所整備　　●空き定員枠の活用（送迎保育ステーションの整備等）
●横浜保育室の助成充実
●家庭保育福祉員事業の充実、ＮＰＯ等の活用による家庭的保育事業の実施
●幼稚園預かり保育事業の充実　　●事業所内保育施設の設置促進

●保育所における質の向上のためのアクションプログラムの策定及び推進
●市立保育所を活用した保育資源ネットワークの構築（試行実施）

●幼稚園就園奨励補助金の実施
●幼児教育と小学校教育の連携促進と未就学期の教育に関する検討

①待機児童が解消するとともに、希望する人が必要なときに保育サービスを利用できている。

②多様な保育ニーズへの対応や保育の質の向上などにより、保育サービスが充実している。

③短時間勤務などの多様な働き方に対応した保育や、すべての子育て家庭が
　理由を問わず気軽に利用できる保育として、一時保育が充実している。

④幼児教育と小学校教育の連携推進などにより、未就学期の教育の充実が図られている。

保育所待機児童数

達成
目標

評価
指標 平成 21年度末状況 平成 26年度目標

1,552 人（H22.4.1 現在） 解消（H25.4.1 現在）

※１　認可外保育施設で、一時的な保育を
　　提供する事業
※ 2　会員増や援助活動件数増につなげるため
　　のきめ細かなコーディネートを実施すること。

※保育所定員等のサービス量の合計

施策分野1　生まれる前から乳幼児期の支援施策分野1　生まれる前から乳幼児期の支援

子育て中の親子がいつでも利用
できる地域子育て支援の場の数
（週 3回以上開設のもの）

平成 21年度末状況 平成 26年度目標

96 か所 150 か所
（概ね中学校区に 1 か所）

重 点 取 組 と 主 な 事 業

重 点 取 組 と 主 な 事 業

事業名 平成 21年度末状況 平成26年度目標
地域子育て支援拠点 15 か所 18 か所
親と子のつどいの広場 28 か所 54 か所
幼稚園はまっ子広場 21 か所 27 か所
保育所子育てひろば（常設園） 32 か所 51 か所

事業名 平成 21年度末状況 平成26年度目標
待機児童解消に向けた施策の推進 45,855 人（H22.4.1 現在） 53,900 人（H27.4.1 現在）

事業名 平成21年度末状況 平成26年度目標
一時保育 227 か所 356 か所
乳幼児一時預かり
事業※1 4 か所 14 か所

休日保育 10 か所 27 か所
病児保育 11 か所 27 か所
子育てサポート
システム

区支部事務局の
機能強化※2 2 区 15 区
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　主に就学前の子どもとパパ・ママが集まる居場所を紹介します。
　子育て相談や情報提供のほか、リフレッシュできる講座を開催している場もあります。

●地域子育て支援拠点
　子育て家庭と子育て支援者のための総合的
な拠点。各区 1 か所の整備を目指しています。

　 ※利用は無料ですが登録が必要です。休館日等は各施設にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H22．8現在

区　名 施設名 電話（045-) 区　名 施設名 電話（045-)
旭 ひなたぼっこ 442-3886 鶴　見 わっくんひろば 582-7590

泉 すきっぷ 805-6111 戸　塚 とっとの芽 820-2885

磯　子 いそピヨ 750-1322 中 のんびりんこ 663-9715

神奈川 かなーちえ 441-3901 西 スマイル・ポート 264-4355

金　沢 とことこ 780-3205 保土ケ谷 こっころ 340-0013

港　南 はっち 840-5882 緑 いっぽ 989-5850

港　北 どろっぷ 540-7420 南 はぐはぐの樹 715-3728

都　筑 Popola（ポポラ） 912-5135

●親と子のつどいの広場
　商店街の空き店舗やマンション・アパートの一室を活用して、NPO法人や子育て支
援活動団体などが運営しています。

　 ※各広場により、利用方法や利用料などが異なります。

【問合せ先】
　　こども青少年局　子育て支援課　　TEL：671-2705　FAX：663-1925

●子育て支援者の相談会場
　地区センターや地域ケアプラザ等の施設で、地域の身近な子育ての先輩である「子
育て支援者」が親子の交流を進めたり、子育て相談に応じています。

【問合せ先】
　　各区こども家庭（障害）支援課（P9 をご覧ください）

　子育て中には、誰かの手を借りて子どもをみてもらうことが必要なときもあります。
短時間の就労や冠婚葬祭、リフレッシュなど、目的に応じてご利用ください。

●乳幼児一時預かり事業（認可外保育施設）　
　保護者がリフレッシュや就労等のために必要なとき、お子さんをお預かりします。

 　 ※乳幼児一時預かり事業は、民間の認可外保育施設が行う事業に対して、横浜市が補助金を交付して、実施しています。

【問合せ先】
　こども青少年局　子育て支援課　　TEL：671-2705　FAX：663-1925

●一時保育（認可保育所）　
　就労・就学や入院、冠婚葬祭などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合
や、育児不安の解消・負担軽減のために保育を行います。

【問合せ先】
　各区役所こども家庭（障害）支援課（P9 をご覧ください）

●横浜子育てサポートシステム　
　地域の中で子どもを預かって欲しい人と、子どもを預かる人に会員登録していた
だき、条件の合う近隣の方との出会いをサポートします。

【問合せ先】
　こども青少年局　子育て支援課　　TEL：671-2705　FAX：663-1925

●保育所子育てひろば
　横浜市の全ての市立保育所と一部の私立保育所で、園の施設や人材を活かし、園
庭開放や子育ての相談・講座などを実施しています。

【問合せ先】
　各区こども家庭（障害）支援課（P9 をご覧ください）

●私立幼稚園はまっ子広場
　私立幼稚園の園庭や園舎で、子育て中の親子が安全に楽しく遊んで過ごせます。
親同士の交流、情報交換の場にもなっています。

【問合せ先】
　こども青少年局　子育て支援課　　TEL：671-2705　FAX：663-1925

事 業 紹 介

親子の居場所 －親子がともに集い・遊び・交流できる場所－

子どもを預けたいとき －用途に合わせて上手に活用－

保育所・幼稚園に遊びに行こう！ －地域の子育て支援の場としても活躍－

まずは

行ってみよ
う！
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学齢期から青年期の子ども・青少年の育成施策の推進
基本施策

4

身近な居場所・多様な体験機会の充実

子ども・青少年の育ちを社会全体で支える仕組みづくり

思春期の悩みや課題を乗り越えられる環境づくり

1

3

2

●放課後児童育成施策の推進

●青少年地域活動拠点の整備・運営
●プレイパーク事業の推進
●青少年施設を活用した自然・科学・社会体験活動の推進
●学校における体験的活動の充実
●職場体験を中心とするキャリア教育の推進

①学校における体験的活動や放課後児童育成施策、地域の青少年活動等を通
　じて、多様な人と関わり、様々な文化・知識等に触れられる場・機会が、地域
　に多数展開されている。

②思春期の悩みや課題を乗り越えられるよう、様々な人との関わりによって
　自分の心と体を大切にする気持ちを育むことのできる環境が整っている。

③支援活動のネットワークが形成されることにより、支援情報やノウハウを
　蓄積、共有するとともに、支援者の育成の仕組みが充実している。

達成
目標

評価
指標

（参考：全児童数）

●横浜市小児救急電話相談　TEL：201-1174（いいナース）
　夜間・休日の子どもの急な病気など
で困ったときに、家庭での適切な対応
方法や見守り方を看護師がアドバイ
スします。
※電話がつながらない場合は、かながわ小児救急ダ
　イヤル（神奈川県）もご利用ください。♯ 8000 ま
　たは 722-8000（午後6時〜午後10時）

●横浜市救急医療情報センター　TEL：201-1199（いい救急）〈24時間受付／年中無休〉
　病気、ケガなど、症状を聞いて、横浜市内の受診可能な医療機関を素早く案内します。

●神奈川県医師会中毒情報相談室　TEL：262-4199〈24時間受付／年中無休〉
　たばこ、洗剤、化粧品などの化学製品を誤って飲みこんだり、食べてしまったりした
ときに、家庭での適切な対応方法や見守り方をアドバイスします。

夜間・休日医療電話相談 －子どもの急な病気、事故のときに－

対応時間
平　日　 午後 6 時〜深夜 0 時

土曜日 午後 1 時〜深夜 0 時

日曜日・祝日・
年末年始（12/29 〜 1/3）

午前 9 時〜深夜 0 時

受付時間：月曜〜金曜　8：45 〜 17：15
　　　　　（12：00 〜13：00 は受け付けていない場合があります。）

子ども・家庭支援相談 区役所
保健師、保育士、教育相談員、学校カウン
セラーなどが乳幼児期から思春期まで

の子育ての相談に応じます。（無料）

こども家庭支援課こども家庭係
（※泉区、栄区、西区は、こども家庭障害支援課）

（※神奈川区はこども家庭支援担当、都筑区は子育て事務係）

�青 葉 区 978-2460 瀬 谷 区 367-5747 � �青 葉 区 978-2457 瀬 谷 区 367-5760
旭　　区 954-6160 都 筑 区 948-2349 旭　　区 954-6151 都 筑 区 948-2320
泉　　区 800-2465 鶴 見 区 510-1840 泉　　区 800-2444 鶴 見 区 510-1797
�磯 子 区 750-2525 戸 塚 区 866-8472 � �磯 子 区 750-2435 戸 塚 区 866-8466
神奈川区 411-7173 中　　区 224-8345 � 神奈川区 411-7111 中　　区 224-8171
金 沢 区 788-7728 西　　区 320-8470 � 金 沢 区 788-7785 西　　区 320-8467
港 南 区 847-8439 保土ケ谷区 334-6396 港 南 区 847-8410 保土ケ谷区 334-6297
港 北 区 540-2388 緑　　区 930-2356 � 港 北 区 540-2340 緑　　区 930-2332
栄　　区 894-3790 南　　区 743-8266 栄　　区 894-8410 南　　区 743-8250

子育て電話相談 －困ったときは、相談しよう－

施策分野2　子どもや青少年の自立に向けた支援

重 点 取 組 と 主 な 事 業

放課後の居場所を利用した
子どもの年間延べ利用人数

青少年地域活動拠点の年間
延べ利用人数

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
5,162,376 人

(193,390人 ※H21.5)
5,266,000 人

（179,339人 ※推計）

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
31,255 人 55,000 人

事業名 平成 21年度末状況 平成26年度目標

放課後児童育成施策
（19時まで放課後の居場所のある小学校区）

232 か所
ニーズの高い

小学校区すべて
（309 か所）

H22．8現在
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困難を抱える若者の自立支援の充実
基本施策

5

相談・支援・情報提供体制の強化と社会参加・就労体験プログラムの充実

困難を抱える若者を社会全体で応援する仕組みづくり

次のステップアップにつながるための就労の場づくり

学齢期・青年期からの早期支援に向けた取組

1

4

2

3

●青少年相談センター、よこはま若者サポートステーション、地域ユースプラザ
　の機能及び連携強化

●よこはま型若者自立塾など社会参加・就労体験プログラムの拡充

●横浜市子ども・若者支援協議会の設置

①一人ひとりの状況に応じて「きめ細かく」、｢切れ目ない｣相談支援・情報提
　供が受けられ、社会参加から就労体験まで、支援プログラムが地域に多様な
　形で展開されている。

②次のステップアップにつながるための就労の場づくりに向けた検討が進ん
　でいる。

③学齢期・青年期からの早期支援の仕組みづくりに向けた検討が進んでいる。

④支援情報やノウハウを蓄積、共有するとともに、支援者を育成する取組が充
　実し、一人ひとりの状況に応じて、社会参加から就労まで、一歩一歩階段を
　上がるように経験を積むことができるプログラムのかけはし（キャリア･ラ
　ダー）が構築されている。

一人ひとりの状況に応じて、社会・経済的な自立に向けた新たなスタートを切る
ことができた人数

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
（Ａ）社会参加・就労体験プログラムの
　　年間延べ利用者数

9,700 人 12,000 人

（Ｂ）インターンシップなど就労訓練プ
　　ログラムの年間実利用者数

70 人 120 人

（Ｃ）本市の自立支援の取組によって就
　　労した年間実人数

200 人 300 人

達成
目標

評価
指標

施策分野2　子どもや青少年の自立に向けた支援

重 点 取 組 と 主 な 事 業

●放課後キッズクラブ※1・はまっ子ふれあいスクール※2

　小学校施設を活用した、放課後の居場所です。すべての市立小学校でいずれかを実施しています。

●放課後児童クラブ※1

　昼間保護者がいない家庭等の子どもたちのために、地域の理解と協力のもと実施しています。

●プレイパーク※2

　公園等を活用した、子どもの創造力を活かした自由で冒険的な遊びができる場所です。

【問合せ先】※1：各区役所地域振興課（保土ケ谷区は地域協働課、都筑区はこども家庭支援課）
　　　　　   ※2：こども青少年局　放課後児童育成課　　TEL：671-3587　FAX：663-1926

●ハマトリアム・カフェ
　就労等進路選択に困難を抱える子ども・若者を支援するための総合的な情報提供を行うウェブサイト
　　　http://www.hamatorium.com/

●青少年相談センター　TEL：260-6615（相談専用／月曜〜金曜　8：45〜17：15）
　ひきこもり・不登校など、概ね15～29歳までの青少年が抱える様々な問題や悩み
について、相談・支援を行っています。（利用無料）

●よこはま若者サポートステーション　TEL：290-7234
　若年無業者など、就労に困難を抱える概ね15～39歳までの若者の職業的自立を支援します。

【運営時間】月曜～土曜　１１：００～１９：００（毎月第３月曜日を除く）（利用無料・要事前電話予約）

　　　http://www.youthport.jp/saposute/

●地域ユースプラザ
　ひきこもり・不登校など、概ね15～34歳までの青少年が抱える様々な問題や悩み
について、相談・支援を行っています。社会参加や自立に向けた居場所もあります。

【運営時間】月曜～土曜　１１：００～１９：００（毎月第３月曜日を除く）（利用無料）

施設名（主な対象エリア） 電話（045） URL
�よこはま西部ユースプラザ

（保土ケ谷区､旭区、泉区､瀬谷区）
334-3041 http://www.geocities.jp/thiikiyuusu/

よこはま南部ユースプラザ
（港南区､磯子区､金沢区､戸塚区､栄区）

761-4313 http://nanpla.jp/

よこはま北部ユースプラザ
( 港北区､緑区､青葉区､都筑区）

948-5503 http://www.kitapla.jp/

事 業 紹 介

放課後を楽しもう －身近にある、安全で快適な居場所－

悩みを抱えたときの相談・支援 －悩みに応じ、青少年と家族をサポート－

URL

URL



13 14

児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実
基本施策

6

児童虐待防止体制の充実

施設・里親等による養育支援の充実

自立支援の充実

在宅支援の充実（養育家庭支援機能の拡充）

1

3

4

2

●児童虐待防止の啓発と地域の支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の充実
●児童相談所等の相談・支援体制の充実

●児童養護施設の新規整備
●里親・ファミリーホーム制度等の拡充・支援

●施設退所後の相談・支援の充実

●強化型児童家庭支援センター(仮称)の設置

①子育て家庭への相談・支援体制が充実し、地域の支援ネットワークが活性化している。

②地域において、預かりサービスの拡充等の継続的で専門的な在宅支援が充実している。

③施設や里親・ファミリーホームなど、一人ひとりに適した養育環境の整備が進んでいる。

④施設退所後や18歳以降のケアなど、自立に向けた相談・支援体制づくりが進んでいる。

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
93 件 800 件

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
198 人※ 3（19 年度実績） 0 人

要保護児童対策地域協議会※1によ
る個別ケース検討会議※2件数

施設入所が望ましいが、施設の不足
で入所できない児童数

※ 1　児童福祉法に基づく「子どもを守る地域ネットワーク会議」の一つ。家庭で、子どもが安心・安全に暮ら
　　していけるよう、関係者が集まり、課題解決に向けての支援の方針や役割分担を決定し、子どもや家庭を
　　支えていくためのネットワーク。
※ 2　児童虐待で区役所や児童相談所が在宅支援を行っている家庭のうち、地域の関係機関が連携してサー
　　ビス提供を行う必要がある家庭を対象として行う。
※ 3　一時保護所の入所期間が長期 (１か月以上) にわたる児童と、施設入所を視野に入れて対応したケース
　　のうち施設の定員不足により入所できなかった児童の合計数。　　

達成
目標

評価
指標

障害児への支援　
基本施策

7

障害児施設の機能強化・拡充等

乳幼児期からの支援の充実

学齢期の支援の充実

地域での生活に向けた支援の充実

1

2

3

4

●地域療育センターの拡充
●重症心身障害児施設の整備・拡充及び機能強化

●障害の疑いのある段階からの対応（養育者の相談ニーズに応じた早期支援）
●障害児等の保育
●主に知的な遅れのない発達障害児に対する支援の拡充

●障害児居場所づくりの推進
●地域療育センターの学校支援の推進
●特別支援学校における余暇活動の推進

●福祉・教育・医療・労働が連携した就労支援体制の強化

①障害児の増加や重複化等に対応する、障害児施設の機能強化と拡充が進んでいる。

②障害の早期発見・早期療育の推進とともに、障害の特性や成長の段階に合わ
　せた支援が充実している。

③障害児の学習環境の整備とともに、放課後等にのびのびと過ごせる居場所
　が確保され、本人の社会性や対人関係能力の向上、親の就労や社会参加につ
　ながっている。

④地域で暮らす障害児への理解が促進され、保護者の負担軽減や、障害児の生
　活を支援する地域の連携が進んでいる。

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
地域療育センター等の通園施設定員 820 人 910 人
地域療育センター等の年間初診実施数 2,646 人 2,845 人

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
障害児の居場所づくり事業の年間利
用児童数 38,680 人 77,000 人

達成
目標

評価
指標

施策分野3　様々な背景や課題を抱えた子どもや青少年とその家庭への支援

重 点 取 組 と 主 な 事 業
重 点 取 組 と 主 な 事 業

事業名 平成 21年度末状況 平成26年度目標
強化型児童家庭支援センター
（仮称）の設置・運営

0か所
（児童家庭支援センターとして 1 か所）

9 か所

施策分野3　様々な背景や課題を抱えた子どもや青少年とその家庭への支援
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ひとり親家庭の自立支援 /配偶者からの暴力(ＤＶ)への対応
基本施策

8

子育てや生活の支援の充実

就業の支援の充実

相談機能等の充実

1

2

3

●日常生活の支援の推進
●母子生活支援施設退所者向けの支援の充実
●ＤＶ被害者の緊急一時保護

①家庭への生活支援と子ども自身への支援が充実し、安定した日常生活につ
　ながっている。

②技術の習得、資格の取得等に向けた支援や地域・企業への理解の促進が就労
　につながり、経済的な自立が促進されている。

③相談機能や情報提供の充実により、生活支援や就業に向けた様々な支援制
　度が活用されている。

④ＤＶ被害を受けた母子等への相談・保護、自立に向けた支援が充実している。

達成
目標

評価
指標

●母子家庭等就業・自立支援センターによる就労相談、
　就職情報の提供・職業紹介の実施
●父子家庭への就労相談、職業紹介の実施
●教育訓練給付金等の支給による就労支援の推進

施策分野3　様々な背景や課題を抱えた子どもや青少年とその家庭への支援

重 点 取 組 と 主 な 事 業

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
45％ (20 年度調査 ) 40％

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
27％ 42％

母子家庭の世帯総収入額（各種手
当等を含む）について、３００万円
未満の世帯の割合

母子家庭就労支援事業の就職者のう
ち、希望どおり正規職員として就職
した人の割合

●こども虐待ってどんなこと？ 
　虐待かどうかは、虐待をする側の意識ではなく、子どもがどう感じ、どう傷ついて
いるか、「子どもの立場」から判断されるもので、具体的には、保護者（親）が、子ど
も（18 歳未満）に対して行う、次の行為をいいます。

　子どもへの虐待の理由は様々で、とても複雑で、保護者（親）自身が子育てに悩ん
でいることも少なくありません。子どもへの虐待は、特別な人だけに起きる特別な
問題ではないのです。

●よこはま子ども虐待ホットライン　
　TEL：0120-805-240（はまっ子 24じかん）〈24時間フリーダイヤル／年中無休〉

　「虐待かな…？」と気になったら、また、あなた自身が「虐待をして
いるかも…」と思ったら、一人で悩まず、ぜひご連絡ください。

（秘密厳守・匿名可）

●発達障害ってなんだろう？ 
　発達障害者支援法では、「発達障害」を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の
広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害
であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義しています。
　横浜市では、区福祉保健センターが実施する乳幼児健診や、地域療育センターの
療育相談などにより、早期発見、早期療育に努めています。

名　称 電話（045） 担当区域
�東部地域療育センター 441-7711 鶴見・神奈川 
中部地域療育センター 253-0358 西・中・南 
西部地域療育センター 353-6933 保土ケ谷・旭・瀬谷 
南部地域療育センター 774-3831 港南・磯子・金沢 
地域療育センター あおば 978-5112 青葉 
北部地域療育センター 942-3451 緑・都筑 
戸塚地域療育センター 825-1181 戸塚・栄・泉 

事 業 紹 介

STOP・こども虐待

発達障害児支援

身体的虐待 子どもの体に外傷が生じるような暴行を加えること
ネグレクト
（保護の怠慢・拒否）

子どもの心身の正常な発達を妨げる安全や健康を阻害する
行為、保護者としての監護を怠ること

性的虐待 子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること
心理的虐待 子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

※港北区は、横浜市総合リハ
　ビリテーションセンター
　（TEL：473-0666）が担当
　します。
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事 業 紹 介 事 業 紹 介

子どもとおでかけする毎日をもっとしあわせに －横浜市の子育て家庭応援事業「ハマハグ」－ ワーク･ライフ･バランス －仕事も、家族との時間・自分の時間も楽しもう－

●お店や施設が子どもとのおでかけを応援
　妊娠中、子育て中の方が「ハマハグ」に協賛しているお店・施設で登録証を見せる
と、子育てを応援する様々なサービスが受けられます。

●目印はアンパンマンのステッカー。お得な割引も！
　店頭に貼ってあるアンパンマンのステッ
カーが目印。ベビーカーのままで入店可能
などうれしい心配りや、割引などのお得な
サービスもあります。子どもと一緒にアン
パンマンのステッカーを見つけてみよう。

●仕事と、仕事以外の生活を大切にするライフスタイル
　結婚や赤ちゃんの誕生をきっかけに新しい生活がはじまる、子育てや介護など家
族との時間を大切にする、自己啓発や趣味で自分を磨く、地域活動で活躍する…。横
浜市は、人生を豊かにするたくさんの宝物に出会い、毎日を
もっと充実させる、そんな新しいライフスタイルを応援します。

©やなせたかし／
　フレーベル館・TMS・NTV

など
授乳スペース
こども用トイレ

粉ミルクのお湯提供
託児サービス

おむつ交換台受けられる
サービス

コラム パパの家事・育児を応援

　仕事中心の生活が見直され、子育てにもっと関わりたいという男性が増えている中、父
親を対象に、必要なコミュニケーション力、家事・育児の知識を学べる多様な講座を地域で
開催し、その機会を通じた父親のネットワーク（パパ友）づくりを応援します。
　また、子育てパパ応援サイト「ヨコハマダディ」では、そのための情報提供を行っています。

携帯サイト
URL

安心・安全のまちづくり
基本施策

9

子育てにやさしい住環境等の確保・推進

子どもの事故等を防ぐ取組の推進

1

2

●だれにもやさしい福祉のまちづくりの推進　　
●地域子育て応援マンションの認定
●子育て家庭応援事業「ハマハグ」の推進

●学校の安全対策事業の推進　　●子どもの不慮の事故予防の推進

①子ども連れで外出しやすい環境や、子どもの安全や遮音等に配慮した子育てに
　適した住宅環境の整備など、安心して子育てできる環境づくりが進んでいる。

②子どもが巻き込まれる犯罪や事故等を防止するための協力体制が整備され
　ている。

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
31.7％※ 40％

暮らしの安心・安全を守る制度や対策が
整い、安心して暮らせると思う人の割合

※【参考値】２1年度横浜市民意識調査「暮らしの安心・安全を守る制度や対策が整い、安心して暮らせる都市の実現に
　 向けて進んでいると思いますか」に対して、「進んでいる」「ある程度進んでいる」と回答した人（20～49 歳）の合計

達成
目標

評価
指標

施策分野4　子どもを大切にするまちづくりの推進

重 点 取 組 と 主 な 事 業

ワーク・ライフ・バランスの推進と子ども・青少年を大切にする機運の醸成
基本施策

10

男女ともに働きやすく子育てしやすい職場環境づくり

働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進

子どもを大切にする機運の醸成

1

2

3

●企業向け普及・啓発の推進　　●企業の認定・表彰制度「よこはまグッドバランス賞」

●市民向け普及・啓発の推進　　●父親の家事・育児の推進

● 「トツキトウカYOKOHAMA」プロジェクトの推進

達成
目標

評価
指標

重 点 取 組 と 主 な 事 業

施策分野4　子どもを大切にするまちづくりの推進

※１　市内の従業員数５０名～３００名の企業及び市内特別養護老人ホーム、介護老人保健施設
※２　「具体的に知っている」「なんとなく知っている」人の合計

平成 21年度末状況 平成 26年度目標
ワーク･ライフ・バランスに取り組んでいる企業の割合 16.4％※1 30％
ワーク･ライフ・バランスを知っている市民の割合 23.8％（20年度調査）※ 2 50％

①仕事と子育て等を両立できる職場環境の整備が進んでいる。
②市民一人ひとりによる働き方の見直しが進み、家族の団らんや子育てをは
　じめとする家庭生活の充実、地域活動への参加等が進んでいる。
③市民・企業・行政の連携により、子ども・青少年や子育て家庭を支援する取組が広がっている。

 http://www.hamahug.jp/
http://www.hamadaddy.com/URL


